
№ 業務名等 履行期間
契約締結
予定月

契約の内容 契約の相手の選定基準 決定方法
契約事務
担当課

1
島田市立看護専門学校
緑地維持管理委託業務

令和5年6月15日～
令和5年3月31日

６月
看護専門学校の庭木
の剪定、除草

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 教務課

2
令和５年度　金谷北地域交
流センター日常清掃業務委
託（長期継続契約）

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月 清掃業務

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 金谷北地域総合課

3
令和５年度　金谷北地域交
流センター休日日直夜間業
務委託（長期継続契約）

令和５年４月１日～
令和５年９月30日

３月
休日及び平日の夜間
における施設管理

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 金谷北地域総合課

4
島田地区スポーツ施設トイ
レ清掃業務委託

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月
島田地区スポーツ施
設のトイレ清掃

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 スポーツ振興課

5
川根地区スポーツ施設トイ
レ清掃業務委託

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月
川根地区スポーツ施
設のトイレ清掃

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 スポーツ振興課

6
川根地区スポーツ施設植栽
管理業務委託

令和５年６月1日～
令和６年３月31日

５月
川根地区スポーツ施
設の植栽管理

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 スポーツ振興課

令和５年度　発注見通し一覧表

　地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号による随意契約について、島田市財務規則第192条第２項の規定に基
づき、次のとおり発注見通しを公表します。
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7
令和５年度　島田市自立生
活支援事業委託（長期継続
契約）

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

３月

日常生活上の軽易な
支援を必要とする在
宅のひとり暮らし高
齢者等について、生
活支援を行う。

高齢者等の雇用の安定等に関する法律
（昭和46年法律第68号）第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 包括ケア推進課

8
島田市川根庁舎夜間管
理業務委託（長期継続契
約）

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月
川根庁舎の夜間管理
業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合またはシル
バー人材センターであること

随意契約 川根地域総合課

11
島田市役所川根庁舎日
常清掃業務（長期継続
契約）

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月
川根庁舎の日常清掃
業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合またはシル
バー人材センターであること

随意契約 川根地域総合課

12
島田市茶室棟管理業務
委託

令和５年４月24日～
令和６年３月31日

４月
島田市茶室棟「杉風
庵」の庭園の除草、
剪定及び室内の清掃

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合またはシル
バー人材センターであること

随意契約 川根地域総合課

13
令和5年度　病院駐車場管
理業務委託
（長期継続契約）

令和5年4月1日～令和
6年3月31日

３月 病院駐車場管理

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 病院総務課

14
市道北おび通り線及び南お
び通り線清掃業務委託

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月
おび通りの除草・清
掃等作業

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センターであること。

随意契約 すぐやる課



№ 業務名等 履行期間
契約締結
予定月

契約の内容 契約の相手の選定基準 決定方法
契約事務
担当課

令和５年度　発注見通し一覧表

　地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号による随意契約について、島田市財務規則第192条第２項の規定に基
づき、次のとおり発注見通しを公表します。

15
市道河川占用箇所等草刈業
務委託

令和５年５月下旬～
令和６年３月下旬

５月 草刈業務
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センターであること。

随意契約 すぐやる課

16
市道中河町八指線他５路線
除草業務委託

令和５年５月中旬～
令和６年２月下旬

５月 草刈業務
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センターであること。

随意契約 すぐやる課

17 横井樋管他草刈業務委託
令和５年９月上旬～
令和６年３月上旬

９月 草刈業務
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センターであること。

随意契約 すぐやる課

18
令和５年度　川根地区移動
支援サービス事業業務委託
（長期継続契約）

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

3月

道路運送法の規定に
よる自家用有償旅客
運送（福祉有償運
送）

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 長寿介護課

19 島田市役所駐車場整理業務
令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月
庁舎駐車場及び来庁
者用臨時駐車場の整
理業務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 資産活用課

20
島田図書館 図書館整理保
管用品購入（雑誌カバー）

8月
図書館整理保管用品
の購入

障害者総合支援法(平成17年法律第123号)
第５条第１項に規定する障害者福祉サー
ビス事業を行う施設であるため

随意契約 図書館課
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23
田代環境プラザ場内緑地剪
定委託業務

令和５年11月１日～
令和５年12月28日

10月
田代環境プラザ敷地
内緑地剪定

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 環境課

24 島田市斎場除草等業務委託
令和５年７月１日～
令和６年３月３１日

６月
島田市斎場敷地内除
草業務

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 環境課

25
島田市金谷斎場樹木等管理
業務委託

令和５年７月１日～
令和６年３月３１日

６月
島田市金谷斎場敷地
内樹木管理業務

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 環境課

26
島田市資源類中間処理業務
委託

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

３月

資源類(びん、陶磁
器ガラス屑、ﾍﾟｯﾄﾎﾞ
ﾄﾙ、白色ﾄﾚｲ、牛乳
ﾊﾟｯｸ)の中間処理業
務

障害者総合支援法(平成17年法律第123号)
第５条第１項に規定する障害者福祉サー
ビス事業のうち、同法第14項に規定する
就労継続支援を行う施設であること。

随意契約 環境課

27
令和５年度　野守公園遊具
運行管理業務委託
（長期継続契約）

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月
ボブコースターの運
行管理業務

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 建設課

28
令和５年度　童子沢親水公
園内管理業務委託

令和５年４月22日～
令和５年８月27日
の指定日（31日間）

４月
公園内の巡回及び清
掃業務

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 建設課
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29
令和５年度伊太谷川沿岸公
園（向谷元町）除草業務

令和５年７月１日～
令和５年11月30日

７月 除草業務

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 建設課

30
三十三番堂遊歩道清掃・環
境整備管理委託

令和5年4月10日～
令和6年3月31日

４月
遊歩道沿線の清掃及
び草取り作業

高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭
和46年法律第68号)第37条第１項に規定す
るシルバー人材センター連合又は同条第
２項に規定するシルバー人材センターで
あること。

随意契約 観光課

31
蓬莱橋観光公衆トイレ管理
委託

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

３月 トイレの清掃作業

高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭
和46年法律第68号)第37条第１項に規定す
るシルバー人材センター連合又は同条第
２項に規定するシルバー人材センターで
あること。

随意契約 観光課

32
島田市川根地区観光施設及
び丹原観光公衆トイレ管理
委託

令和5年4月10日～
令和6年3月31日

４月

野守の池南・桜トン
ネル・丹原観光公衆
トイレの清掃作業、
ＳＬの見える丘公
園・野守の池遊歩道
の草刈り作業、桜ト
ンネルの草取り作業

高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭
和46年法律第68号)第37条第１項に規定す
るシルバー人材センター連合又は同条第
２項に規定するシルバー人材センターで
あること。

随意契約 観光課

33
朝日段公園清掃・周辺環境
整備管理委託

令和5年4月10日～
令和6年3月31日

４月
公園の草刈り・清掃
及び周辺の草刈作業

高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭
和46年法律第68号)第37条第１項に規定す
るシルバー人材センター連合又は同条第
２項に規定するシルバー人材センターで
あること。

随意契約 観光課
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34
伊佐新次郎書碑周辺施設管
理委託

令和5年4月10日～
令和6年3月31日

４月
施設の草刈り・剪定
作業

高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭
和46年法律第68号)第37条第１項に規定す
るシルバー人材センター連合又は同条第
２項に規定するシルバー人材センターで
あること。

随意契約 観光課

35
東海道金谷宿お休み処屋外
トイレ管理委託

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

４月 トイレの清掃作業

高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭
和46年法律第68号)第37条第１項に規定す
るシルバー人材センター連合又は同条第
２項に規定するシルバー人材センターで
あること。

随意契約 観光課

36
クリーンセンター西側除草
業務

令和5年7月1日～
令和5年7月31日

6月 公園の除草作業

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 下水道課

37
クリーンセンター敷地内除
草業務

令和5年7月1日～
令和5年7月31日

6月
クリーンセンタ―敷
地内の除草作業

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 下水道課

38
クリーンセンター西側除草
業務（その２）

令和5年10月1日～
令和5年11月30日

9月 公園の除草作業

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 下水道課

39
クリーンセンター敷地内除
草業務（その２）

令和5年10月1日～
令和5年11月30日

9月
クリーンセンタ―敷
地内の除草作業

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 下水道課
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40
高島町ポンプ場用地除草業
務

令和5年10月1日～
令和5年11月30日

9月 除草作業

高齢者等の雇用の安定等に関する法律
（昭和46年法律第68号）第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 下水道課

41
こども発達支援センター
園庭樹木防除業務

令和５年４月※日～
令和５年12月31日
（※：契約日翌日）

４月
こども発達支援セン
ター園庭の樹木防除
作業

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律(昭和46年法律第68号)第37条に規定す
るシルバー人材センター連合又はシル
バー人材センターであること。

随意契約 子育て応援課

42
フェスタしまだ駐車場整理
業務委託

令和６年３月３日～
令和６年３月３日

２月
フェスタしまだの駐
車場整理業務

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 社会教育課

43
令和６年島田市はたちの集
い協力者お礼の品購入事業

令和５年12月１日～
令和６年１月６日

12月 物品の購入

障害者総合支援法(平成17年法律第123号)
第５条第１項に規定する障害者福祉サー
ビス事業のうち、同法第14項に規定する
就労継続支援を行う施設であること。

随意契約 社会教育課

44
令和５年度　夜間管理業務
委託（金谷公民館）／長期
継続契約

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月
金谷公民館夜間開館
時間中の管理業務

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 社会教育課

45
令和５年度　夜間管理業務
委託（六合公民館）／長期
継続契約

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月
六合公民館夜間開館
時間中の管理業務

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 社会教育課



№ 業務名等 履行期間
契約締結
予定月

契約の内容 契約の相手の選定基準 決定方法
契約事務
担当課

令和５年度　発注見通し一覧表

　地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び第４号による随意契約について、島田市財務規則第192条第２項の規定に基
づき、次のとおり発注見通しを公表します。

46
令和５年度　夜間管理業務
委託（初倉地域総合セン
ター）/長期継続契約

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月 夜間管理業務

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 社会教育課

47

令和５年度　夜間管理
業務委託（大津農村環
境改善センター）/長期
継続契約

令和５年４月１日
～
令和６年３月31日

３月 夜間管理業務

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 社会教育課

48

令和５年度　夜間管理
業務委託（北部・初倉
西部ふれあいセン
ター）/長期継続契約

令和５年４月１日
～
令和６年３月31日

３月 夜間管理業務

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 社会教育課

49
令和５年度　夜間管理業務
委託（川根地区センター）
/長期継続契約

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

３月 夜間管理業務

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 社会教育課

50
初倉西部ふれあいセンター
樹木剪定

令和５年４月１日～
令和６年３月31日

４月 樹木剪定

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 社会教育課

51
初倉西部ふれあいセン
ター樹木消毒

令和５年４月１日
～
令和６年３月31日

４月 樹木消毒

　高齢者等の雇用の安定等に関する法律
(昭和46年法律第68号)第37条に規定する
シルバー人材センター連合又はシルバー
人材センターであること。

随意契約 社会教育課


